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議案第６号 

 

 

   取手市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例について 

 

 

 取手市男女共同参画推進条例（平成１７年条例第１号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

 

 

  令和４年２月２８日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

男女共同参画の概念に性的マイノリティも含めた全ての人の人権を尊重すること

を加えるとともに，用語の整理・見直しを行うため，本条例の一部を改正するもので

す。 
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   取手市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例 

 

 取手市男女共同参画推進条例（平成１７年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

日本国憲法は，個人の尊重と法の下の平等

を定め，性別によって差別をしてはならない

ことをうたっている。これを踏まえ，取手市

は，男女が互いの人権を尊重し，認め合い，

互いに協力し合う男女共同参画社会の実現に

向けた基本計画を県内でもいち早く策定し，

施策の推進に向けて様々な取組を行ってき

た。特に，子育て支援についての取組は早く

から推進してきたが，多様な生き方が可能に

なる社会の達成には，依然として解決すべき

多くの課題が残されている。 

日本国憲法は，個人の尊重と法の下の平等

を定め，性別によって差別をしてはならない

ことをうたっている。これを踏まえ，取手市

は，男女が互いの人権を尊重し，認め合い，

互いに協力し合う男女共同参画社会の実現に

向けた基本計画を県内でもいち早く策定し，

施策の推進に向けて様々な取組を行ってき

た。特に，子育て支援についての取組は早く

から推進してきたが，多様な生き方が可能に

なる社会の達成には，依然として解決すべき

多くの課題が残されている。 

取手市は，首都圏近郊都市として，世帯数

の増加傾向も見られるが，特に，核家族の割

合が高いという特徴もあり，出産や子育てを

期に仕事を断念する女性も少なくない。また，

男性の遠距離通勤，長時間労働等によって，

家事，育児，介護等の家庭生活への参画が充

分にはできていない。性別による固定的な役

割分担意識やそれに基づく社会的慣行も根強

く残っており，真の男女共同参画社会の実現

には，なお一層の努力が求められる。 

取手市は，首都圏近郊都市として，世帯数

の増加傾向も見られるが，特に，核家族の割

合が高いという特徴もあり，出産や子育てを

期に仕事を断念する女性も少なくない。また，

男性の遠距離通勤，長時間労働等によって，

家事，育児，介護等の家庭生活への参画が充

分にはできていない。性別による固定的な役

割分担意識やそれに基づく社会的慣行も根強

く残っており，真の男女共同参画社会の実現

には，なお一層の努力が求められる。 

今後，少子高齢化，国際化，情報社会の急

速な進展により家庭，地域，社会が大きく変

化していく中で，全ての市民が安心して暮ら

し，そして，取手市の地域の特性を生かした

男女共同参画社会の実現に向け，全ての人が

平等で生き生きと暮らすことができる活力あ

る取手を築くことを目指し，市，市民及び事

業者が一体となった取組を推進するため，こ

の条例を制定する。 

今後，少子高齢化，国際化，情報社会の急

速な進展により家庭，地域，社会が大きく変

化していく中で，すべての市民が安心して暮

らし，そして，取手市の地域の特性を生かし

た男女共同参画社会の実現に向け，男性も女

性も平等で生き生きと暮らせることができる

活力ある取手を築くことを目指し，市，市民

及び事業者が一体となった取組を推進するた

め，この条例を制定する。 

(定義) (定義) 
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第 2 条 この条例において，次の各号に掲げ

る用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

第 2 条 この条例において，次の各号に掲げ

る用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略) 

(3) 性別 生物学的な性別及び社会的又

は文化的に形成された性別をいう。 

 

(4) 性別等 性別，性自認(自己の性別に

ついての認識をいう。)及び性的指向(自

己の恋愛又は性愛の対象となる性別につ

いての指向をいう。)をいう。 

 

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶

者，交際相手等の親密な関係にある者又

は当該関係にあった者に対する身体的，

性的，心理的，社会的又は経済的暴力を

いう。 

(3) ドメスティック・バイオレンス 配偶

者等に対する身体的，性的，心理的，社

会的又は経済的暴力をいう。 

(6)及び(7) (略) (4)及び(5) (略) 

(性別等による権利侵害の禁止) (性別による権利侵害の禁止) 

第 7 条 何人も，性別等を理由とする差別的

取扱い及び人権の侵害を行ってはならな

い。 

第 7 条 何人も，性別を理由とする差別的取

扱い及び人権の侵害を行ってはならない。 

2 (略) 2 (略) 

3 何人も，あらゆる場において，セクシュア

ル・ハラスメントその他の性別等に係るハ

ラスメントを行ってはならない。 

3 何人も，あらゆる場において，セクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) (公衆に表示する情報に関する留意) 

第 8 条 何人も，公衆に表示する情報におい

て，性別による固定的な役割分担，セクシ

ュアル・ハラスメント等性別等を理由とす

る偏見及び差別を助長し，又は連想させる

表現及び過度の性的な表現を行わないよう

努めなければならない。 

第 8 条 何人も，公衆に表示する情報におい

て，性別による固定的な役割分担及びセク

シュアル・ハラスメント等を助長し，又は

連想させる表現及び過度の性的な表現を行

わないよう努めなければならない。 

  

 

   付 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 


